
松阪市産業支援センターからのお知らせ (令和 5 年 4 月 21 日)  

 

 

松阪市産業支援センターです。 

「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の 15 次締切分の公募が開始されました。 

また、三重県産業支援センターでは、補助対象者が労働者に対して実施する人材育成研修に係る経費

の一部を補助することで、県内中小企業等における高度・専門人材の育成を支援する「高度人材育成

支援補助金」の受付が開始されました。 

今後も、国・県、関係機関等のホームページに掲載されています新しい情報をお送りさせていただき

ますので、ご参考にしていただければ幸いです。 

今後とも、松阪市産業支援センターをよろしくお願いいたします。 

 

----------------------------------------------------------------------- 

1.「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（15 次締切分)」の公募が開始されました 

  https://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html 

2.「高度人材育成支援補助金」の申請受付が開始されました 

  https://www.miesc.or.jp/support/contents/749/ 

3.東朋テクノロジー株式会社との個別商談会を開催します 

  https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031500381.htm 

4.「外食産業成長支援補助金」の申請受付が開始されました 

  https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/gaishokuseichoushien.html 

5.補助金のご紹介ページ 

  https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/hojyokin.html 

----------------------------------------------------------------------- 

 

1.「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（15 次締切分)」の公募が開始されました 

 

中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更（働き方改革や被用者保

険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組

む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を向上させるための設備投

資等を支援する「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の 15 次締切分の公募が開始

されました。 

 

・補助対象者： 

  中小企業・小規模事業者 等 

・補助対象事業： 

  通常枠 

   補助金額 100 万円～1,250 万円 (従業員数により異なります) 

   補助率 1/2、 小規模企業者・小規模事業者、再生事業者 2/3 

  回復型賃上げ・雇用拡大枠 

   補助金額 100 万円～1,250 万円 (従業員数により異なります) 



   補助率 2/3 

  デジタル枠 

   補助金額 100 万円～1,250 万円 (従業員数により異なります) 

   補助率 2/3 

  グリーン枠 

   補助金額 エントリー類型  100 万円～1,250 万円 

        スタンダード類型  750 万円～2,000 万円 

        アドバンス類型  1,000 万円～4,000 万円  

        (従業員数により異なります)  

   補助率 2/3 

  グローバル市場開拓枠 

   補助金額 100 万円～3,000 万円 

   補助率 1/2、小規模企業者・小規模事業者 2/3 

・特例： 

  大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例があります 

・補助対象外事業者： 

  応募締切日前 10 ヶ月以内に、令和元年度補正・令和 2 年度補正・令和 3 年度補正ものづくり・

商業・サービス生産性向上促進事業の交付決定を受けた事業者及び応募締切日時点で同一事業の補

助事業実績報告書を未提出の事業者 

・公募期間（15 次)： 

  公募開始：令和 5 年 4 月 19 日 

  申請受付：令和 5 年 5 月 12 日 

  応募締切：令和 5 年 7 月 28 日 

 

詳細等につきましては、下記 URL をご覧ください 

 https://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html 

 

 

2.「高度人材育成支援補助金」の申請受付が開始されました 

 

三重県産業支援センターでは、労働者に対して実施する人材育成研修に係る経費の一部を補助する

ことで、県内中小企業等における高度・専門人材の育成を支援する「高度人材育成支援補助金」の受

付が始まりました。 

 

・補助対象者： 

  対象業種（製造業、食関連産業)に該当し、高度人材育成支援補助金交付要領第 3 条の全項目を

満たす県内中小企業等 

・補助対象経費： 

  高度・専門人材の育成を目的とする研修事業における、社内研修費、社外研修費、講師の旅費 

・補助金額： 

  補助率   1/2 以内 



  補助限度額 10 万円 

・申請締切： 

  令和 5 年 12 月 28 日 

・補助事業期間： 

  交付決定日（または事前着手承認日)から 令和 6 年 2 月 15 日まで 

・問い合わせ先： 

  公益財団法人三重県産業支援センター 

  地域活性化雇用創造プロジェクト  担当：西 

  TEL：059-253-1260 E-Mail：chipro@miesc.or.jp 

 

詳細等につきましては、下記 URL をご覧ください 

 https://www.miesc.or.jp/support/contents/749/ 

 

 

3.東朋テクノロジー株式会社との個別商談会を開催します 

 

三重県では、電子・制御関係、生産システムの構想・設計、産業機器等の技術開発・設計・製造等を

手掛ける東朋テクノロジー株式会社と県内企業との個別商談会を開催します。 

自社の強みのアピールや技術・製品開発に関する商談・意見交換いただくことにより、東朋テクノロ

ジー株式会社様との販路開拓及びネットワーク構築にご活用ください。 

みなさまの積極的なご応募をお待ちしています。 

 

・対象者： 

  三重県内に事業所・営業所等を有する中小企業・小規模事業者 

・実施方式： 

  対面による個別商談 （1 社あたり 30 分を想定) 

・日時： 

  令和 5 年 5 月下旬～6 月上旬  ※参加決定後、個別に日程調整をいたします。 

・場所： 

  東朋テクノロジー株式会社 稲沢ものづくり開発本部 

       （愛知県稲沢市下津下町東 5-1) 

・参加費： 

  無料 

・求める技術・製品など：詳細は三重県ホームページの「技術・製品・工事 要件」にてご確認くだ

さい 

  制御・PLC ソフトの設計 

  FA 製造工場で用いる生産管理システム・PC ソフト設計 

  機械・装置・設備の設計・製作・組み立て 

  搬送ロボットの WCS システム構築、産業及び協働ロボットの一式請負やティーチング 

  現地工事（墨打ち、搬入、設置、調整)、電気配線工事 

  製造工場で用いる、産業用機器及び省エネ等に関する機械設備 



  電子基板のリバースエンジニアリング（図面なし、ソフト解析要) 

   ※東朋テクノロジー株式会社に関する情報はこちらからご覧ください。 

    企業 HP：https://www.toho-tec.co.jp/ 

・応募締切及び書類提出方法： 

   令和 5 年 5 月 10 日までに下記の応募先へ事前にお電話のうえ、電子メールにてご提出くださ

い 

・参加企業選定方法： 

   応募書類を基に、東朋テクノロジー株式会社と調整し決定します。 

   選定結果は、令和 5 年 5 月 19 を目途にお知らせするとともに、商談が決定した場合は、個別

に日程調整を行います。 

・応募先・問い合わせ先 

   三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 市場開拓班 大西、美濃 

    電話：059-224-2393  FAX：059-224-2078 

    Email：hanro@pref.mie.lg.jp 

 

詳細等につきましては、下記 URL をご覧ください 

 https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031500381.htm 

 

 

4.「外食産業成長支援補助金」の申請受付が開始されました 

 

農林水産省では、外食事業における新たな需要喚起や顕在化している労働力不足等の経営上の課題

解決を目的に、外食事業者による新たな取組を支援する補助金の受付が開始されました。 

 

・補助対象者： 

  中小・中堅規模の飲食店 

   (応募は、共同事業者(コンサル、金融機関、ベンダー等)と共同申請が必要です) 

・補助額等： 

  補助上限額 1,000 万円 

  補助率   1/2 以内 

・補助となる取組 

  飲食店における売上拡大、収益増加を目的とした業態転換や事業成長の取組 等 

・対象経費： 

  事業に係る建物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、広告宣伝、販売促進費 等 

・締切日： 

  令和 5 年 5 月 31 日 

・問い合わせ先 

  株式会社日本能率協会コンサルティング R4 補正 外食産業事業成長支援補助金事務局 

  ナビダイヤル ： 0570-067766 

  E-mail : info@jmac-r4h-eat.jp 

 



詳細等につきましては、下記 URL をご覧ください 

 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/gaishokuseichoushien.html 

 

 

5.補助金のご紹介ページ 

 

松阪市産業支援センターでは、国や県、松阪市等で募集されている補助金の紹介ページを立ち上げて

います。 

皆さんのご活用をお待ちしております。 

  

補助金のご紹介ページ URL 

  https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/hojyokin.html 

 

 

メールが不必要な方は下記にご連絡をいただきますようお願いいたします 

 

発信元 

*********************************************** 

   松阪市産業文化部 商工政策課 

   松阪市産業支援センター 

   515-0084 

    松阪市日野町 788 カリヨンプラザ１階 

    TEL 0598-25-6520 FAX 0598-25-6521 

    E-mail san.shien@city.matsusaka.mie.jp 

*********************************************** 


